
建設工事請負契約書（案）

工 事 番 号 建築第１１号

1 工 事 名 芦野団地市営住宅(№９号棟)建替建設（建築）工事

2 工 事 場 所 五所川原市金木町芦野 地内

3 工 期 令和７年 月 日から

令和８年１月３０日まで

4 工事を施工しない日

工事を施工しない時間帯

5 引渡しの時期 検査に合格した旨の通知を受けた日から ５日以内

6 請負代金額 ￥ －

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ －)

7 契約保証金 ￥ －

8 建設発生土の搬出先等 別冊現場説明書に定めるとおり

9 特定建設資材に係る分別解体等 （ 対 象 外 ）

(1) 分別解体等の方法 別紙のとおり

(2) 請負代金額のうち解体工事に要する費用 ￥ －

(3) 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり

(4) 請負代金額のうち再資源化等に要する費用 ￥ －

10 住宅建設瑕疵担保責任保険

(1) 保険法人の名称

(2) 保険金額 ￥ －

(3) 保険期間

11 そ の 他

上記の工事について、発注者 五 所 川 原 市 と受注者 は、

別紙の条項(ただし、建設工事請負契約書の削除条項に記載の条項等を除く。)によって請負契約を

締結した。

この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自

その1通を保有するものとする。

令和７年 月 日

発注者 五所川原市字布屋町４１番地１

五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞

受注者 住 所

氏 名 ㊞

収入

印紙

定めなし



建設工事請負契約書（工事請負契約標準約款）の削除条項

１ 請負代金額による削除条項

この契約書中、請負代金額に応じて、次の表に定める条項及び字句を削除する。

２ 契約の保証措置の別による削除条項

この契約書中、契約の保証措置の別により、次の表に定める条項を上記１と併せて削除する。

３ 火災保険等の要否による削除条項

この契約書中、火災保険等の要否により、次の表に定める条項を上記１、２と併せて削除する。

※受注者が任意に火災保険・建設工事保険等に加入することを妨げるものではない。

４ 中間前金払（ただし、継続費又は債務負担行為にかかる各年度末の部分払及び繰越に係る工事

における年度末の部分払には適用しない。）又は部分払を請求する場合における削除条項

５ 管理技術者を兼務する場合における削除条項

請負代金額 削除する条項及び字句

(1) 4,500 万円以上（建築一式工事にあっては

9,000 万円以上）の場合

第 3条(A)(B)、第 10 条第 3項、第 24 条(A)、

第 25 条第 3 項中「（内訳書及び）」、第 29 条

第 5項中「（内訳書に基づき）」、第 37 条第 8

項(a)、第 38 条第 3項(a)

(2) 100 万円を超え 4,500 万円未満（建築一式工

事にあっては 9,000 万円未満）の場合

第 3 条(A)(B)、第 10 条第 1 項（2）中「（専

任の）」、第 10 条第 3 項、第 24 条(A)、第 25

条第 3項中「（内訳書及び）」、第 29 条第 5項

中「（内訳書に基づき）」、第 37 条第 8項(a)、

第 38 条第 3項(a)

(3) 100 万円以下の場合

第 3 条(A)(B)、第 10 条第 1 項（2）中「（専

任の）」、第 24 条(A)、第 25 条第 3項中「（内

訳書及び）」、第 29 条第 5項中「（内訳書に基

づき）」、第 34 条、第 35 条、第 36 条、第 37

条第 8項(a)、第 38 条第 3項(a)、第 39 条第

1 項中「第 34 条」、第 51 条第 3 項

保証措置の別 削除する条項

(1) ア 契約保証金を納付した場合、有価証券等を

担保として提供した場合又は金融機関若し

くは保証事業会社の保証が付されるための

措置を講じた場合

イ 公共工事履行保証証券による保証（請負代

金額の 10 分の 1 以上）が付されるための措

置により契約保証金を免除した場合

ウ 履行保証保険契約の締結により契約保証

金を免除した場合

第 4 条(B)、第 40 条（B)、第 43 条、第 46

条(B)

(2) 公共工事履行保証証券による保証（請負代金

額の 10 分の 3 以上の役務的保証）が付されるた

めの措置により契約保証金を免除した場合

第 4条(A)、第 40 条（A)、第 46 条(A)

(3) 五所川原市契約事務規則第33条第1項第6号

の規定により契約保証金を免除した場合（請負代

金額 100 万円以下の随意契約による場合）

第 4 条(A)(B)、第 40 条（B)、第 43 条、第

46 条(B)及び第 5項

設計図書において、工事目的物及び工事材料等を火災保険、建設

工事保険その他の保険に付すべき記載がない場合※
第 54 条

中間前金払を請求する場合 第 37条

部分払を請求する場合 第 34条第 4項から第 7項

監理技術者補佐を専任で置き、管理技術者を兼務した場合 第 10 条第 1項（2）中「（専任の）」









































（別添）

仲 裁 合 意 書

工 事 名 芦野団地市営住宅(№９号棟)建替建設（建築）工事

工事場所 五所川原市金木町芦野 地内

令和７年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争について

は、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に

服する。

管轄審査会名 青森県（中央）建設工事紛争審査会

令和７年 月 日

五所川原市字布屋町４１番地１

発注者

五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞

受注者

五所川原市長 平山 誠敏 ㊞



仲裁合意書について

１ 仲裁合意について

仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約

する当事者間の契約である。

仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、

たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはでき

ない。

２ 建設工事紛争審査会について

建設工事紛争審査会（以下「審査会」という｡）は、建設工事の請負契約に関す

る紛争の解決を図るため建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づいて設置され

ており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。

また、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審査会」という｡）は国土交通省に、

青森県建設工事紛争審査会（以下「青森県審査会」という｡)は青森県に設置されて

いる。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業

者であるときは中央審査会、青森県知事 の許可を受けた建設業者であるときは青

森県審査会であるが、当事者の 合意によって管轄審査会を定めることもできる。

審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特

別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名す

る。

また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）

の規定により弁護士の資格を有する者である。

なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲

裁法（平成15年法律第138号）の規定が適用される。


